
 改正後 改正前 

別  紙 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 

 

第１（略） 

 

第２ 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金 

   （交付の目的） 

  １ 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金（以下第２において「災害復旧費補助金」とい

う。）は、「生活保護法」（昭和２５年法律第１４４号）、「老人福祉法」（昭和３８

年法律第１３３号）、「介護保険法」（平成９年法律第１２３号）、「障害者の日常生

活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（平成１７年法律第１２３号）（以下

「障害者総合支援法」という。）等の規定に基づき、社会福祉法人等が整備した次に掲

げる施設であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現象により被害を受

けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害復旧事業に要する

費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もつて施設入所者等の

福祉を確保することを目的とする。 

 

 

 

 

  （定義） 

 ２ 第２において「社会福祉施設等」とは、次の表の区分ごとに掲げる大分類、中分類及び

小分類の施設をいう。 

  （１）（項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

区  分 大 分 類 中 分 類 小 分 類 

①～⑧（略）    

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

別  紙 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 

 

第１（略） 

 

第２ 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金 

   （交付の目的） 

  １ 社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金（以下第２において「災害復旧費補助金」とい

う。）は、「生活保護法」（昭和２５年法律第１４４号）、「老人福祉法」（昭和３８

年法律第１３３号）、「児童福祉法」（昭和２２年法律第１６４号）、「就学前の子ど

もに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」（平成１８年法律第７７

号。以下「認定こども園法」という。）、「介護保険法」（平成９年法律第１２３号）、

「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」（平成１７年法律第

１２３号）（以下「障害者総合支援法」という。）等の規定に基づき、社会福祉法人等

が整備した次に掲げる施設であって、暴風、洪水、高潮、地震、その他の異常な自然現

象により被害を受けた施設の災害復旧に関し、厚生労働大臣に協議して承認を得た災害

復旧事業に要する費用の一部を補助することにより、災害の速やかな復旧を図り、もつ

て施設入所者等の福祉を確保することを目的とする。 

 

 

  （定義） 

 ２ 第２において「社会福祉施設等」とは、次の表の区分ごとに掲げる大分類、中分類及び

小分類の施設をいう。 

  （１）（項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

区  分 大 分 類 中 分 類 小 分 類 

①～⑧（略）    

⑨ 児童福祉法第

６条の２の２第

１項に規定する

障害児通所支援

事業（同条第２項

に規定する児童

発達支援、同条第

４項に規定する

放課後等デイサ

ービス）を行う事

業者、第７条に規

定する障害児入

児童福祉施設 

 

 

 

 

 

 

 

児童発達支援事業

所 

放課後等デイサー

ビス事業所 

障害児入所施設 

 

 

 

児童発達支援セン

ター 

福祉型障害児入所

施設 

医療型障害児入所

施設 

福祉型児童発達支

援センター 

医療型児童発達支

援センター 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

⑨  生活保護法第

30条に基づく日

常生活支援住居

施設 

 

 

 

日常生活支援住居

施設 

  

⑩ 売春防止法（昭

和３１年法律第

１１８号）第３４

婦人相談所 

一時保護施設 

婦人保護施設 

  

所施設、児童発達

支援センター及

び昭和５４年７

月１１日児発第

５１４号厚生省

児童家庭局長通

知「心身障害児総

合通園センター

の設置について」

に基づく心身障

害児総合通園セ

ンター 

 

 

 

心身障害児総合通

園センター 

⑩ 児童福祉法第

６条の２の２第

５項に規定する

居宅訪問型児童

発達支援、同条第

６項に規定する

保育所等訪問支

援及び同条第７

項に規定する障

害児相談支援を

行う事業所 

 

 

 

居宅訪問型児童発

達支援事業所 

保育所等訪問支援

事業所 

障害児相談支援事

業所 

  

⑪  生活保護法第

30条に基づく日

常生活支援住居

施設 

 

 

 

日常生活支援住居

施設 

  

（新設） 

 

 

   

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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条第１項及び第

２項に基づく婦

人相談所、同法第

３４条第５項に

基づく要保護女

子を一時保護す

る一時保護施設、

同法第３６条に

基づく要保護女

子を収容保護す

るための婦人保

護施設（以下「婦

人保護施設等」と

いう。） 

⑪ 上記以外の施

設あって、当該

施設について国

が当該施設の設

置及び運営につ

いての基準を定

めており、かつ

、厚生労働大臣

が特に整備の必

要を認めるもの 

 

 

その他施設   

 （２）（項）介護保険制度運営推進費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

区  分 大 分 類 中 分 類 小 分 類 

① 老人福祉法（ 

昭和３８年法律

第１３３号）第５

条の３に基づく

老人福祉施設、同

法第５条の２第

６項に基づく住

居としての認知

症高齢者グルー

プホーム、平成６

老人福祉施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人デイサービス

センター 

 

老人短期入所施設 

 

養護老人ホーム 

 

特別養護老人ホー

ム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫ 上記以外の施

設あって、当該

施設について国

が当該施設の設

置及び運営につ

いての基準を定

めており、かつ

、厚生労働大臣

が特に整備の必

要を認めるもの 

 

 

その他施設   

 （２）（項）介護保険制度運営推進費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

区  分 大 分 類 中 分 類 小 分 類 

① 老人福祉法（ 

昭和３８年法律

第１３３号）第５

条の３に基づく

老人福祉施設、同

法第５条の２第

６項に基づく住

居としての認知

症高齢者グルー

プホーム、平成６

老人福祉施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人デイサービ 

スセンター 

 

老人短期入所施 

設 

 

養護老人ホーム 

 

特別養護老人 

ホーム 

 

 

 

軽費老人ホーム 

（Ａ型） 

軽費老人ホーム 

（Ｂ型） 

軽費老人ホーム 

（ケアハウス） 

都市型軽費老人 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

年９月１４日老

計第１２０号厚

生省老人保健福

祉局長通知「在宅

複合型施設の整

備について」に基

づく在宅複合型

施設、平成１２年

９月２７日老発

第６５５号厚生

省老人保健福祉

局長通知「高齢者

生活福祉センタ

ー運営事業の実

施について」に基

づく生活支援ハ

ウス（高齢者生活

福祉センター）、

介護保険法（平成

９年法律第１２

３号）第８条第２

８項に基づく介

護老人保健施設、

同法第８条第２

９項に基づく介

護医療院、同法第

８条第４項に基

づく訪問看護の

事業を行う事業

所としての訪問

看護事業所、老人

福祉法第５条の

２第５項に基づ

く小規模多機能

型居宅介護事業

を行う拠点とし

ての小規模多機

能型居宅介護拠

点、老人福祉法第

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症高齢者グル

ープホーム 

 

在宅複合型施設 

 

生活支援ハウス 

 

介護老人保健施設 

 

介護医療院 

 

訪問看護事業所 

 

小規模多機能型居

宅介護事業所 

 

夜間対応型訪問介

護事業所 

 

軽費老人ホーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉センター 

 

 

 

 

 

 

老人介護支援セン

ター 

 

軽費老人ホーム（ケ

アハウス） 

都市型軽費老人ホ

ーム 

軽費老人ホーム（Ａ

型） 

軽費老人ホーム（Ｂ

型） 

老人福祉センター

（特Ａ型） 

老人福祉センター

（Ａ型） 

老人福祉センター

（Ｂ型） 

老人福祉施設付設

作業所 

在宅介護支援セン

ター 

年９月１４日老

計第１２０号厚

生省老人保健福

祉局長通知「在宅

複合型施設の整

備について」に基

づく在宅複合型

施設、平成１２年

９月２７日老発

第６５５号厚生

省老人保健福祉

局長通知「高齢者

生活福祉センタ

ー運営事業の実

施について」に基

づく生活支援ハ

ウス（高齢者生活

福祉センター）、

介護保険法（平成

９年法律第１２

３号）第８条第２

８項に基づく介

護老人保健施設、

同法第８条第２

９項に基づく介

護医療院、同法第

８条第４項に基

づく訪問看護の

事業を行う事業

所としての訪問

看護ステーショ

ン、老人福祉法第

５条の２第５項

に基づく小規模

多機能型居宅介

護事業を行う拠

点としての小規

模多機能型居宅

介護拠点、老人福

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症高齢者グル

ープホーム 

 

在宅複合型施設 

 

生活支援ハウス 

 

介護老人保健施設 

 

介護医療院 

 

訪問看護ステーシ

ョン 

 

小規模多機能型居

宅介護事業所 

 

夜間対応型訪問介

護ステーション 

 

 

軽費老人ホーム 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉センター 

 

 

 

 

 

 

老人介護支援セン

ター 

 

ホーム 

老人福祉センタ 

ー（Ａ型） 

老人福祉センタ 

ー（特Ａ型） 

老人福祉センタ 

ー（Ｂ型） 

老人福祉施設付 

設作業所 

在宅介護支援セ 

ンター 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

５条の２第２項

に基づく老人居

宅介護等事業を

行う事業所のう

ち、夜間対応型訪

問介護事業を行

う事業所として

の夜間対応型訪

問介護事業所、平

成２６年９月１

２日医政発０９

１２第５号厚生

労働省医政局長、

老発０９１２第

１号厚生労働省

老健局長、保発０

９１２第２号厚

生労働省保健局

長通知「医療介護

提供体制改革推

進交付金、地域医

療対策支援臨時

特例交付金及び

地域介護対策支

援臨時特例交付

金の運営につい

て」に基づく介護

予防拠点、介護保

険法第１１５条

の４６に基づく

地域包括支援セ

ンター及び同法

第８条第１５項

に基づく定期巡

回・随時対応型訪

問介護看護を行

う事業所として

の定期巡回・随時

対応型訪問介護

介護予防拠点 

 

地域包括支援セン

ター 

 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事

業所 

 

看護小規模多機能

型居宅介護事業所 

 

祉法第５条の２

第２項に基づく

老人居宅介護等

事業を行う事業

所のうち、夜間対

応型訪問介護事

業を行う事業所

としての夜間対

応型訪問介護ス

テーション、平成

１８年５月２９

日老発第０５２

９００１号厚生

労働省老健局長

通知「地域介護・

福祉空間整備等

交付金及び地域

介護・福祉空間推

進交付金の実施

について」に基づ

く介護予防拠点、

介護保険法第１

１５条の４６に

基づく地域包括

支援センター及

び同法第８条第

１５項に基づく

定期巡回・随時対

応型訪問介護看

護を行う事業所

としての定期巡

回・随時対応型訪

問介護看護事業

所、同法第８条第

２３項に基づく

複合型サービス

を行う事業所と

しての看護小規

模多機能型居宅

介護予防拠点 

 

地域包括支援セン

ター 

 

定期巡回・随時対応

型訪問介護看護事

業所 

 

看護小規模多機能

型居宅介護事業所 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

看護事業所、同法

第８条第２３項

に基づく複合型

サービスを行う

事業所としての

看護小規模多機

能型居宅介護事

業所（以下「老人

福祉施設等」とい

う。） 

 

 

 

 

 

 

 

②略    

 

 （削除） 

 

 

（削除）    

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

介護事業所（以下

「老人福祉施設

等」という。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 略 

 

 

   

 

 （３）（項）児童福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

 

 

区  分 大 分 類 中 分 類 小 分 類 

① 売春防止法（昭

和３１年法律第

１１８号）第３４

条第１項及び第

２項に基づく婦

人相談所、同法第

３４条第５項に

基づく要保護女

子を一時保護す

る一時保護施設、

同法第３６条に

基づく要保護女

子を収容保護す

婦人相談所 

一時保護施設 

婦人保護施設 

 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

るための婦人保

護施設（以下「婦

人保護施設等」と

いう。） 

② 児童福祉法第

７条に基づく児

童福祉施設（助産

施設、母子生活支

援施設、保育所(児

童福祉法第５６

条の８に基づく

公私連携型保育

所（以下「公私連

携型保育所とい

う。）を含む。）

、幼保連携型認定

こども園(認定こ

ども園法第３４

条に基づく公私

連携幼保連携型

認定こども園を

含み、児童福祉施

設としての保育

を実施する部分

に限る。)、乳児院

、児童厚生施設、

児童養護施設、児

童心理治療施設、

児童自立支援施

設及び児童家庭

支援センターに

限る。）、同法第

１２条に基づく

児童相談所、同法

第１２条の４に

基づく児童を一

時保護する一時

保護施設、同法第

３５条第１０項

児童福祉施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童相談所 

一時保護施設 

職員養成施設 

児童自立生活援助

事業所 

地域子育て支援拠

点事業所 

一時預かり事業所 

小規模住居型児童

養育事業所 

小規模保育事業所 

事業所内保育事業

所 

幼稚園型認定こど

も園(幼稚園と保育

所機能部分の定員

合計が２０人以上

助産施設 

 

乳児院 

母子生活支援施設 

保育所 

幼保連携型認定こ

ども園 

児童厚生施設 

児童養護施設 

児童心理治療施設 

児童自立支援施設 

児童家庭支援セン

ター 

第一種助産施設 

第二種助産施設 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に基づく職員養

成施設、同法第６

条の３第１項に

基づく児童自立

生活援助事業を

行う事業所、同条

第６項に基づく

地域子育て支援

拠点事業を行う

事業所、同条第７

項に基づく一時

預かり事業所、同

条第８項に基づ

く小規模住居型

児童養育事業を

行う事業所、同条

第１０項に基づ

く小規模保育事

業を行う事業所、

同条第１２項に

基づく事業所内

保育事業を行う

事業所、認定こど

も園法第３条第

１項に基づく認

定及び同条第１

１項に基づく公

示を受けた幼稚

園（以下「幼稚園

型認定こども園

という。）におい

て保育を実施す

る部分（以下「保

育所機能部分」と

いう。）、子ども

・子育て支援法（

平成２４年法律

第６５号）第３０

条第１項第４号

の保育所機能部分（

幼稚園部分と施設

が一体的である場

合を除く。）に限る

。) 

特例保育施設 

利用者支援事業所 

産後ケア事業を行

う施設 

子育て支援のため

の拠点施設 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に基づく特例保

育を提供する施

設であって、一日

当たりの平均入

所児童数が６人

以上であるもの（

以下「特例保育施

設」という。）、

同法第５９条第

１号に基づく利

用者支援事業を

行う事業所、母子

保健法の一部を

改正する法律（令

和元年法律第69

号）による改正後

の母子保健法（昭

和40年法律第141

号。以下「改正母

子保健法」という

。）第17条の２に

基づく産後ケア

事業を行う施設

及び平成１１年

１月７日児発第

１４号厚生省児

童家庭局長通知「

子育て支援のた

めの拠点施設の

設置について」に

基づく子育て支

援のための拠点

施設（以下「助産

施設等」という。

） 

 

 

 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（削除） 

 

 

 

 

   

③ 母子及び父子

並びに寡婦福祉

法（昭和 ３９年

法律第１２９号）

第３８条及び平 

成２６年９月３

０日厚生労働省

発雇児０ ９３

０第４号厚生労

働事務次官通知「

母 子・父子福祉

施設の設備及び

運営につい て」

に基づく母子・父

子福祉施設 

母子・父子福祉施設 母子・父子福祉セン

ター 

母子・父子休養ホー

ム 

 

④ 母子保健法（昭

和４０年法律第

１４１ 号）第２

２条に基づく母

子健康包括支援 

センター（旧母子

保 健法第２２

条第１項 に基

づく母子健康セ

ンターとして平

成２ ９年３月

３１日以前に設

置された施設で 

あり、かつ旧同法

２２条第２項に

規定し ていた

機能を維持して

いる施設に限る。

） 

母子健康包括支援

センター 

  

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （交付の対象） 

 ３ 災害復旧費補助金は、直接補助事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。 

    次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により③欄に定

める設置者が設置する施設に係る施設整備事業。 

    （１）（項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

①施設の種類 ②設置根拠等 ③設置者 ④国庫補助率 

(1)～(5)（略）  

 

   

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

⑤ 上記以外の施

設で あって、当

該施設に つい

て国が当該施設 

の設置及び運営

につ いての基

準を定めて お

り、かつ、厚生労 

働大臣が特に整

備の 必要を認

めるもの 

その他施設   

 

  （交付の対象） 

 ３ 災害復旧費補助金は、直接補助事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。 

    次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により③欄に定

める設置者が設置する施設に係る施設整備事業。 

    （１）（項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

①施設の種類 ②設置根拠等 ③設置者 ④国庫補助率 

(1)～(5)(略)  

 

   

(6) 児童福祉施設

等 

 ア 障害児入所施

設（中分類） 

 

 

 

 

 イ 児童発達支援

センター（中分

類） 

 

 

 

 ウ 児童発達支援

事業所及び放

課後等デイサ

 

 

児童福祉法第３５

条第２項 

 

 

 

 

 

児童福祉法第３５

条第２項 

 

 

 

 

児童福祉法第３４

条の３第１項 

 

 

都道府県又は指定

都市、中核市若しく

は児童相談所設置

市 

 

 

 

都道府県又は指定

都市、中核市若しく

は児童相談所設置

市 

 

 

都道府県又は指定

都市、中核市若しく

 

 

 １／２ 

 

 

 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 

 

 １／２ 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

   

(6) 日常生活支援

住居施設 

生活保護法第30条 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

  １／２ 

 

(7) 婦人保護施設

等 

 

 

ｱ 婦人相談所及

び一時保護施設 

 

  ｲ 婦人保護施設 

 

 

売春防止法第３４

条第１項、第２項及

び第５項 

 

売春防止法第３６

条 

都道府県又は指定

都市 

 

 

都道府県 

  １／２ 

 

 

 

  １／２ 

(8)その他施設 

 

別途厚生労働大臣

が定める基準等 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

  １／３から１／

２まで 

   （２）（項）介護保険制度運営推進費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

①施設の種類 ②設置根拠等 ③設置者 ④国庫補助率 

(1) 老人福祉施設

等 

  ｱ 老人デイサー

ビスセンター 

 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

１／２ 

 

 

ービス事業所（

中分類） 

 

  エ 心身障害児総

合通園センタ

ー 

 

 

 

 

 

児童福祉法第３５

条第２項又は第３

項及び昭和５４年

７月１１日児発第

５１４号厚生省児

童家庭局長通知「心

身障害児総合通園

センターの設置に

ついて」 

は児童相談所設置

市 

 

 

 

都道府県又は指定

都市、中核市若しく

はおおむね人口２

０万人以上の市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １／２ 

(7) 居宅訪問型児

童発達支援事業

所、保育所等訪問

支援事業所及び

障害児相談支援

事業所 

児童福祉法第３４

条の３第１項 

 

 

 

都道府県又は指定

都市、中核市若しく

は児童相談所設置

市 

 １／２ 

(8) 日常生活支援

住居施設 

生活保護法第30条 都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

  １／２ 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

(9) その他施設 別途厚生労働大臣

が定める基準等 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

  １／３から１／

２まで 

   （２）（項）介護保険制度運営推進費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

  ｲ 老人短期入所

施設 

 

 

  ｳ 養護老人ホー

ム及び特  別養

護老人ホーム 

 

  ｴ 軽費老人ホー

ム（ケアハウス） 

 

 ｵ 都市型軽費老

人ホーム 

 

 

  ｶ 軽費老人ホー

ム（Ａ型） 

 

 

ｷ 軽費老人ホーム（

Ｂ型） 

 

 

 

 ｸ 老人福祉セン

ター（特Ａ型） 

 

 

 ｹ 老人福祉セン

ター（Ａ型） 

 

 

 

 ｺ ～ト （略） 

 

 ﾅ 介護予防拠   

 点 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

 

 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

  １／３ 

 

 

 

 

 １／３ 

 

 

 

 

 

 

①施設の種類 ②設置根拠等 ③設置者 ③ 国庫補助率 

（1) 老人福祉施設

等 

  ｱ 老人デイサー

ビスセンター 

 

 

  ｲ 老人短期入所

施設 

 

 

 

  ｳ 養護老人ホー

ム及び特  別養

護老人ホーム 

 

  ｴ 軽費老人ホー

ム（Ａ型） 

 

 

ｵ 軽費老人ホー

ム（Ｂ型） 

 

 

  ｶ 軽費老人ホー

ム（ケアハウス） 

 

 

  ｷ 都市型軽費老

人ホーム 

 

 

 ｸ 老人福祉セン

ター（Ａ型） 

 

 

 

 ｹ 老人福祉セン

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

都道府県又は指定

都市若しくは 

中核市 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 

  １／３ 

 

 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ﾆ～ﾈ（略） 

 

平成２６年９月１

２日医政発０９１

２第５号厚生労働

省医政局長、老発０

９１２第１号厚生

労働省老健局長、保

発０９１２第２号

厚生労働省保健局

長通知「医療介護提

供体制改革推進交

付金、地域医療対策

支援臨時特例交付

金及び地域介護対

策支援臨時特例交

付金の運営につい

て」 

 

 

指定都市又は中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 

    

 

（2）略 

 

 

 

 

  

 

   （削除） 

 

（削除）    

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（削除） 

 

 

 

 

 

  

ター（特Ａ型） 

 

  

 ｺ ～ト （略） 

 

 ﾅ 介護予防拠   

 点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾆ～ﾈ（略） 

 

 

老人福祉法第１５

条第１項 

 

 

 

 

平成１８年５月２

９日老発第０５２

９００１号厚生労

働省老健局長通知

「地域介護・福祉空

間整備等交付金及

び地域介護・福祉空

間推進交付金の実

施について」 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

 

指定都市若しくは

中核市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １／３ 

 

 

 

 

 

 １／２ 

 

 

（2）略 

 

 

 

 

  

 

（３）（項）児童福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災 害復旧費補助金関係 

 

①施設の種類 ②設置根拠等 ③設置者 ④国庫補助率 

(1) 婦人保護施設

等 

 

 

ｱ 婦人相談所及

売春防止法第３４

条第１項、第２項及

び第５項 

 

売春防止法第３６

都道府県又は指定

都市 

 

 

都道府県 

  １／２ 

 

 

 

  １／２ 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

び一時保護施設 

 

  ｲ  婦 人 保 護 施 

設 

条 

(2) 助産施設等 ｱ 

助産施設、乳児

院、母子生活支

援施設、保育所

、幼保連携型認

定こども園、児

童養護施設、児

童心理治療施

設、児童自立支

援施設及び児

童家庭支援セ

ンター 

 

 

 

  ｲ 児童厚生施設 

 

 

ｳ 児童相談所及

び一時保護施

設 

 

 ｴ 職員養成施設 

 

 

 

 

ｵ 児童自立生活

援助事業所 

  

 

ｶ 地域子育て支

援拠点事業所  

 

ｷ 一時預かり事

児童福祉法第３５

条第２項、認定こど

も園法第１２条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉法第３５

条第２項 

 

 

児童福祉法第１２

条又は第１２条の

４ 

 

 

児童福祉法第３５

条第１０項 

 

 

 

児童福祉法第６条

の３第１項 

 

 

児童福祉法第３４

都道府県又は指定

都市、中核市（助産

施設、母子生活支援

施設、保育所及び幼

保連携型認定こど

も園に限る。）若し

くは児童相談所設

置市（幼保連携型認

定こども園は除く。

） 

 

 

 

 

 

 

都道府県又は指定

都市、中核市 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは児童

相談所設置市 

 

都道府県又は指定

都市、中核市若しく

は児童相談所設置

市 

 

都道府県又は指定

都市若しくは児童

相談所設置市 

 

指定都市又は中核

市 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／３ 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

   

業所 

  

 

ｸ 小規模住居型

児童養育事業

所 

 

 

 ｹ 小規模保育事

業所、事業所内

保育事業所 

  

ｺ 幼稚園型認定

こども園 

  

 

 

 

 

 

 

 

ｻ 特例保育施設 

 

 

ｼ 利用者支援事

業所 

 

 

 ｽ 産後ケア事業

を行う施設 

  

ｾ 子育て支援の

ための拠点施

設 

条の１１第１項 

 

 

児童福祉法第６条

の３第７項 

 

 

児童福祉法第６条

の３第８項 

 

 

 

児童福祉法第３４

条の１５第１項 

 

 

学校教育法（昭和２

２年法律第２６号）

第２条（認定こども

園法第３条第１項

の認定又は同条第

１１項の公示を受

けたものに限る。） 

 

子ども・子育て支援

法第３０条第１項

第４号 

 

子ども・子育て支援

法第５９条第１号 

 

改正母子保健法第

17条の２ 

 

平成１１年１月７

日児発第１４号厚

生省児童家庭局長

通知「子育て支援の

ための拠点施設の

 

 

指定都市又は中核

市 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは児童

相談所設置市 

 

指定都市又は中核

市 

 

 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

指定都市又は中核

市 

 

 

指定都市又は中核

市 

 

 

 

 

 

指定都市又は中核

市 

 

１／２ 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

  １／２ 

 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

 １／２ 

 

 

 

  １／２ 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

（削除） 

 

 

 

 

   

 

 

 ４ 災害復旧費補助金は、間接補助事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。 

    次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により③欄に定

める設置者が設置する施設に係る施設整備事業に対し、④欄に定める補助根拠等によ

り⑤欄に定める補助者が行う補助。 

   ア（項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

①施設の

種類 

②設置根

拠等 

③設置者 ④補助根

拠等 

⑤補助者 ⑥補助率 ⑦国庫補

助率 

(1)～(3) 

（略） 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

設置について」  

 １／２ 

(3)母子・父子福祉

センター 

母子及び父子並び

に寡婦福祉法第３

８条及び平成２６

年９月３０日厚生

労働省発雇児０９

３０第４号厚生労

働事務次官通知「母

子・父子福祉施設の

設備及び運営につ

いて」 

 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 １／３ 

(4)母子・父子休養

ホーム 

母子及び父子並び

に寡婦福祉法第３

８条及び平成２６

年９月３０日厚生

労働省発雇児０９

３０第４号厚生労

働事務次官通知「母

子・父子福祉施設の

設備及び運営につ

いて」 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

  １／３ 

(5) その他施設 別途厚生労働大臣

が定める基準等 

都道府県又は指定

都市若しくは中核

市 

 

 

  １／３から１／

２まで 

 

 

 ４ 災害復旧費補助金は、間接補助事業の場合においては、次の事業を交付の対象とする。 

    次の表の①欄に定める施設の種類ごとに、②欄に定める設置根拠等により③欄に定

める設置者が設置する施設に係る施設整備事業に対し、④欄に定める補助根拠等によ

り⑤欄に定める補助者が行う補助。 

   ア（項）社会福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

①施設の

種類 

②設置根

拠等 

③設置者 ④補助根

拠等 

⑤補助者 ⑥補助率 ⑦国庫補

助率 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

(4) 障 害

者支援施

設等 

ア（略） 

 

イ 障害

者支援施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ～オ 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

障害者総

合支援法

第８３条

第３項又

は第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 地方

税法（昭

和２５年

法律第２

２６号）

第３４８

条第２項

第１０の

６号及び

第１０の

７号の規

定により

固定資産

税を課さ

れないこ

ととされ

ている法

人（社会

福 祉 法

人、日本

赤 十 字

社、公益

社団法人

又は公益

財団法人

等。医療

法人を除

く。） 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

予算措置 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

(1)～(3) 

（略） 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

（略） 

 

(4) 障 害

者支援施

設等 

ア（略） 

 

イ 障害

者支援施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

障害者総

合支援法

第８３条

第３項又

は第４項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 地方

税法（昭

和２５年

法律第２

２６号）

第３４８

条第２項

第１０の

４号及び

第１０の

６号の規

定により

固定資産

税を課さ

れないこ

ととされ

ている法

人（社会

福 祉 法

人、医療

法人、日

本赤十字

社、公益

社団法人

又は公益

財団法人

等。医療

法人を除

く。） 

 

 

 

（略） 

 

予算措置 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

(5) 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

 

 

 

（略） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

ウ～オ 

（略） 

 

 

 

(5) 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

（略） 

 

 

 

 

 

(6）児童

福 祉 施

設等 

ア  障 害

児 入 所

施設（中

分類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  児 童

発 達 支

援 セ ン

ター（中

分類） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉

法第３５

条第３項

又は第４

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉

法第３５

条第３項

又は第４

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法

人、日本

赤 十 字

社、公益

社 団 法

人 又 は

公 益 財

団法人 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法

人等 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

児童福祉

法第５６

条の２第

１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

児童福祉

法第５６

条の２第

１項 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市、中

核市若し

くは児童

相談所設

置市 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市、中

核市若し

くは児童

相談所設

置市 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

(6) 日 常

生活支援

住居施設 

生活保護

法第 30 条 

社会福祉

法人等 

予算措置 都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

３／４ ２／３ 

(7) 婦人

保護施設 

売春防止

法第３６

条 

社会福祉

法人 

売春防止

法第３９

条 

都道府県 ３／４ 

 

２／３ 

(8) そ の

他施設 

 (ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福祉法人

又は日本

赤十字社 

予算措置

等 

 

予算措置

等 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

2/3 から 

3/4 まで 

 

2/3 から 

3/4 まで 

1/2 から 

2/3 まで 

 

1/2 から 

2/3 まで 

   イ（項）介護保険制度運営推進費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

ウ  児 童

発 達 支

援 事 業

所 及 び

放 課 後

等 デ イ

サ ー ビ

ス 事 業

所（中分

類） 

児童福祉

法第３４

条の３第

２項 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法

人等 

 

 

予算措置 

 

 

予算措置 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市、中

核市若し

くは児童

相談所設

置市 

３／４ 

 

 

３／４ 

２／３ 

 

 

２／３ 

（7）居宅

訪 問 型

児 童 発

達 支 援

事業所、

保 育 所

等 訪 問

支 援 事

業 所 及

び 障 害

児 相 談

支 援 事

業所 

児童福祉

法第３４

条の３第

２項 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法

人等 

予算措置 

 

 

予算措置 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市、中

核市若し

くは児童

相談所設

置市 

３／４ 

 

 

３／４ 

２／３ 

 

 

２／３ 

(8) 日 常

生活支援

住居施設 

生活保護

法第 30 条 

社会福祉

法人等 

予算措置 都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

３／４ ２／３ 

(新設) 

 

 

      

(9) そ の

他施設 

 (ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法

人 又 は

日 本 赤

十字社 

予算措置

等 

 

予算措置

等 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

2/3 から 

3/4 まで 

 

2/3 から 

3/4 まで 

1/2 から 

2/3 まで 

 

1/2 から 

2/3 まで 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

①施設の

種類 

②設置根

拠等 

③設置者 ④補助根

拠等 

⑤補助者 ⑥補助率 ⑦国庫補

助率 

(1) 老 人

福祉施設

等 

 

ｱ 老人デ

イサービ

スセンタ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ｱ ) 市町

村（指定

都市及び

中核市を

除き、特

別区を含

む。以下

本表にお

い て 同

じ。） 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

( ｳ ) 営利

法人、医

療法人、

日本赤十

字社、公

益社団法

人、公益

財 団 法

人、一般

社 団 法

人、一般

財 団 法

人、NPO 法

人等（法

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   イ（項）介護保険制度運営推進費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

 

①施設の

種類 

②設置根

拠等 

③設置者 ④補助根

拠等 

⑤補助者 ⑥補助率 ⑦国庫補

助率 

(1) 老 人

福祉施設

等 

 

ｱ 老 人 デ

イサービ

スセンタ

ー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( ｱ ) 市町

村（指定

都市及び

中核市を

除き、特

別区を含

む。以下

本表にお

い て 同

じ。） 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

( ｳ ) 営利

法人、医

療法人、

日本赤十

字社、公

益社団法

人、公益

財 団 法

人、一般

社 団 法

人、一般

財 団 法

人、NPO 法

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｲ 老 人 短

期入所施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人の種別

は問わな

い。社会

福祉法人

を除く。

以下「民

間法人」

という。） 

（ た だ

し、認知

症対応型

デイサー

ビスセン

ターに限

る。） 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

( ｳ ) 民間

法人（た

だし、虐

待 の ほ

か、要介

護者の急

な疾病等

に対応す

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｲ 老人短

期入所施

設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

人等（法

人の種別

は問わな

い。社会

福祉法人

を除く。

以下「民

間法人」

という。） 

（ た だ

し、認知

症対応型

デイサー

ビスセン

ターに限

る。） 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

( ｳ ) 民間

法人（た

だし、虐

待 の ほ

か、要介

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

３／４ 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

ｳ 養護老

人ホーム

及び特別

養護老人

ホーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｴ 軽 費

老人ホー

ム（ケア

ハウス）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第３項

又は第４

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

るための

緊急ショ

ートステ

イ に 限

る。） 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

( ｳ ) 民間

法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｳ 養護老

人ホーム

及び特別

養護老人

ホーム 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｴ 軽費老

人ホーム

（Ａ型）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｵ 軽費

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第３項

又は第４

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

護者の急

な疾病等

に対応す

るための

緊急ショ

ートステ

イ に 限

る。） 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法 

人 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法 

 人 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 
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２／３ 
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 改正後 改正前 

ｵ 都 市 型

軽費老人

ホーム  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｶ 軽 費

老人ホー

ム（Ａ型）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｷ 軽 費

老人ホー

ム(Ｂ型) 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

(ｳ) 民間

法人 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

  

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

老人福祉

法第２４

都道府県 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

都道府県 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

都道府県

又は指定

３／４ 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

３／４ 

 

２／３ 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

２／３ 

 

老人ホー

ム（Ｂ型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｶ 軽費

老人ホー

ム（ケア

ハウス）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｷ 都市

型軽費老

人ホーム 

 

 

 

 

 

 

 

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法 

人 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法 

人 

 

 

 

 

 

( ｳ ) 民間

法人 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

法第２４

条第２項 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

  

予算措置 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 ｸ 老人

福祉セン

ター（特

Ａ型） 

 

  

 

 

 

 

 

 

ｹ 老人福

祉センタ

ー（Ａ型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｺ～ﾁ 

(略) 

 

ﾂ 訪問看

護事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険

法第７０

条第１項 

 

福祉法人 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法 

人 

 

 

 

 

 

（ｱ）市 

町村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

条第２項 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｸ 老人

福祉セン

ター（Ａ

型） 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ｹ 老人

福祉セン

ター（特

Ａ型） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｺ～ﾁ 

(略) 

 

ﾂ 訪問看

護ステー

ション 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１５

条第５項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護保険

法第７０

条第１項 

 

 

(ｳ) 民間

法人 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法 

人 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

都道府県 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

― 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／３ 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾃ（略） 

 

 

 

ﾄ 夜間

対応型訪

問介護事

業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１４

条 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

(ｳ) 医療

法人 

 

 

 

 

(ｴ)非営

利法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉 

法第２４

条第２項 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

１／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

10／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

10／10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾃ（略） 

 

 

 

ﾄ 夜間

対応型訪

問介護ス

テーショ

ン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉

法第１４

条 

 

 

 

 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

(ｳ) 医療

法人 

 

 

 

 

(ｴ)非営

利法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人福祉 

法第２４

条第２項 

 

 

 

老人福祉

法第２４

条第２項 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定
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くは中核

市 

 

都道府県
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又は指定

都市若し
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾅ 介護予

防拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２６

年９月１

２日医政

発０９１

２第５号

厚生労働

省医政局

長、老発

０９１２

第１号厚

生労働省

老 健 局

長、保発

０９１２

第２号厚

生労働省

保健局長

通知「医

療介護提

供体制改

革推進交

付金、地

域医療対

策支援臨

時特例交

付金及び

地域介護

対策支援

臨時特例

交付金の

 

 

(ｳ) 民間

法人 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

(ｳ) 民間

法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し
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都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 
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３／４ 
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２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾅ 介護予

防 拠点 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成１８

年５月２

９日老発

第０５２

９００１

号厚生労

働省老健

局長通知

「地域介

護・福祉

空間整備

等交付金

及び地域

介護・福

祉空間推

進交付金

の実施に

ついて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ｳ) 民間

法人 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

 

(ｳ) 民間

法人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

都道府県

又は指定

都 

市若しく

は中核市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

２／３ 
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 改正後 改正前 

 

 

 

ｺ(略) 

 

ﾇ 定期巡

回・随時

対応型訪

問介護看

護事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾈ(略) 

 

運営につ

いて」 

 

 

 

介護保険

法第８条

第１５項 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

(ｳ) 民間

法人 

 

 

 

 

 

予算措置 

  

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

(2)略        

 

  （削除） 

 

（削除）       

(削除) 

 

 

      

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

ｺ(略) 

 

ﾇ 定期巡

回・随時

対応型訪

問介護看

護事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ﾈ(略) 

 

 

 

 

 

 

介護保険

法第８条

第１５項 

 

 

 

 

 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福祉法人 

 

 

 

 

(ｲ) 民間

法人 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

  

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

(2)略       

 

   ウ（項）児童福祉施設整備費（目）社会福祉施設等災害復旧費補助金関係 

 

①施設の

種類 

②設置根

拠等 

③設置者 ④補助根

拠等 

⑤補助者 ⑥補助率 ⑦国庫補

助率 

(1) 婦人

保護施設 

売春防止

法第３６

条 

社会福祉

法人 

売春防止

法第３９

条 

都道府県 ３／４ 

 

２／３ 

(2) 助 産

施設等 

 ｱ 助産

施設、乳

児院、母

子 生 活

支 援 施

設、児童

 

 

児童福祉

法第３５

条第３項

又は第４

項 

 

 

 

(ｱ) 中核

市（助産

施 設 及

び 母 子

生 活 支

援 施 設

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

養 護 施

設、児童

心 理 治

療施設、

児 童 自

立 支 援

施 設 及

び 児 童

家 庭 支

援 セ ン

ター 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を 除

く。）又

は 市 町

村（指定

都 市 又

は 中 核

市 を 除

き、特別

区 を 含

む。以下

本 表 に

お い て

同じ。た

だし、本

表（２）

の ｱ の

(ｱ)、ｲの

(ｱ)、ｶの

(ｱ)及び

ｸの ( ｱ )

に つ い

て は 児

童 相 談

所 設 置

市 を 除

く。 

(ｲ) 社会

福 祉 法

人 又 は

日 本 赤

十字社、

公 益 社

団法人、

公 益 財

団法人、

一 般 社

団 法 人

若 し く

は 一 般

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉

法第５６

条の２第

１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市、中

核市（助

産施設及

び母子生

活支援施

設 に 限

る。）若し

くは児童

相談所設

置市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ  保 育

所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ  幼 保

連 携 型

認 定 こ

ども園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｴ 児童厚

生施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉

法第３５

条第３項

又は第４

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認定こど

も園法第

１２条 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉

法第３５

条第３項

又は第４

財 団 法

人 

 

 

 

 

 ( ｱ ) 市

町村 

 

 

 

 

 ( ｲ ) 児

童 福 祉

法 第 ３

５ 条 第

４ 項 に

基 づ き

認 可 を

受 け た

者 

 

 ( ｱ ) 市

町村 

 

(ｲ) 認定

こ ど も

園 法 第

１ ７ 条

第 １ 項

に 基 づ

き 認 可

を 受 け

た者 

 

(ｱ) 市町

村 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市、中

核市若し

くは児童

相談所設

置市 

 

 

 

都道府県 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１／２ 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｵ 職員養

成施設 

 

 

 

 ｶ  児 童

自 立 生

活 援 助

事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｷ 地域子

育 て 支

援 拠 点

事業所 

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉

法第３５

条第１０

項 

 

児童福祉

法第６条

の３第１

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉

法第３４

条の１１

第１項 

 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法

人 又 は

公 益 社

団法人、

公 益 財

団法人、

一 般 社

団 法 人

若 し く

は 一 般

財 団 法

人 

 

 

市町村 

 

 

 

 

( ｱ ) 中

核 市 又

は 市 町

村 

 

( ｲ ) 社

会 福 祉

法人等 

 

 

 

 

 

 

( ｱ ) 市

町村 

 

( ｲ ) 児

 

児童福祉

法第５６

条の２第

１項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは児童

相談所設

置市 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

１／２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｸ  一 時

預 か り

事業所 

 

 

 

 

 

 

 

ｹ 小規模

住 居 型

児 童 養

育 事 業

所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉

法第６条

の３第７

項 

 

 

 

 

 

児童福祉

法第６条

の３第８

項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

児童福祉

法第３４

条の１５

童 福 祉

法 第 ３

４ 条 の

１ １ 第

１ 項 に

基 づ き

地 域 子

育 て 支

援 拠 点

事 業 を

実 施 す

る 法 人

（ 社 会

福 祉 法

人等） 

 

( ｱ ) 市

町村 

 

( ｲ ) 社

会 福 祉

法人等 

 

 

 

 

( ｱ ) 中

核 市 又

は 市 町

村 

 

( ｲ ) 社

会 福 祉

法人等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県 

 

 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは児童

相談所設

置市 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 ３／４ 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 ２／３ 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 



33 

 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｺ 小 規 模

保 育 事

業所、事

業 所 内

保 育 事

業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｻ 幼稚園

型 認 定

こ ど も

園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｼ 特例保

育施設 

 

 

 

 

第１項又

は第２項 

 

 

 

 

 

 

 

学校教育

法第２条

（認定こ

ども園法

第３条第

１項の認

定を受け

たものに

限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

子ども・

子育て支

援法第３

０条第１

項第４号 

 

子ども・

子育て支

援法第５

９条第１

号 

 

 

 

 

 ( ｱ ) 市

町村 

 

(ｲ) 児童

福 祉 法

第 ３ ４

条 の １

５ 第 ２

項 に 基

づ き 認

可 を 受

けた者 

 

 ( ｱ ) 市

町村 

 

(ｲ) 認定

こ ど も

園 法 第

３ 条 第

１ 項 に

基 づ き

認 定 を

受 け た

者（指定

都市、中

核 市 及

び 市 町

村 を 除

く。） 

 

市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｽ 利用者

支 援 事

業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ｾ  産 後

ケ ア 事

業 を 行

う施設 

 

 

 

 

 

 

 ｿ  子 育

て 支 援

の た め

の 拠 点

施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正母子

保健法第

17 条の２ 

 

 

 

 

 

 

平成１１

年１月７

日児発第

１４号厚

生省児童

家庭局長

通知「子

育て支援

のための

拠点施設

の設置に

ついて」 

 

( ｱ ) 市

町村 

 

( ｲ ) 子

ども・子

育 て 支

援 法 第

５ ９ 条

第 １ 号

に 基 づ

く 利 用

者 支 援

事 業 を

実 施 す

る 法 人

（ 社 会

福 祉 法

人等） 

 

( ｱ ) 市

町村 

 

( ｲ ) 社

会 福 祉

法人等 

 

 

 

 

(ｱ)市町

村 

 

 ( ｲ ) 社

会 福 祉

法 人 又

は 公 益

社 団 法

人、公益

 

 

 

 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

予算措置 

 

予算措置 

 

 

 

 

 

 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

 

 

３／４ 

 

 

３／４ 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

 

 

 

 

 

２／３ 

 

 

２／３ 
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 改正後 改正前 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(削除)  

 

 

 

 

 

 

 

      

財 団 法

人、一般

社 団 法

人 若 し

く は 一

般 財 団

法人（放

課 後 児

童 ク ラ

ブ に 限

る。） 

(3)母子・

父 子 福

祉 セ ン

ター 

 

 

母子及び

父子並び

に寡婦福

祉法第３

８条及び

平成２６

年９月３

０日厚生

労働省発

発雇児０

９３０第

４号厚生

労働事務

次官通知

「母子・

父子福祉

施設の設

備及び運

営につい

て」 

 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福 祉 法

人 又 は

日 本 赤

十字社、

公 益 社

団法人、

公 益 財

団法人、

一 般 社

団 法 人

若 し く

は 一 般

財 団 法

人 

予算措置 

 

予算措置 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

１／２ 

 

 

１／２ 

(4)母子・

父子休養

ホーム 

母子及び

父子並び

に寡婦福

祉法第３

８条及び

平成２６

年９月３

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) 社会

福祉法人

又は日本

赤 十 字

予算措置 

 

予算措置 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

２／３ 

 

 

２／３ 

 

１／２ 

 

 

１／２ 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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(削除)  

 

 

 

 

      

(削除) 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 ５（略） 

 

  （交付額の算定方法） 

 ６ 災害復旧費補助金の交付額は、次により算出する。 

   なお、事業ごとに算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを

切り捨てるものとする。 

  （１）（略） 

  （２）（略） 

   （国の財政上の特別措置） 

  （３）次の表の①欄に定める区分ごとに②欄に定める対象施設の種類に掲げる場合には、

次のとおりとする。 

     （１）のウ中「３の表の④欄に定める国庫補助率」とあるのは「（３）の表の③欄

に定める国庫補助率」とし、（２）のウ中「４の表の⑥欄に定める補助率」とあるの

０日厚生

労働省発

雇児０９

３０第４

号厚生労

働事務次

官 通 知

「母子・

父子福祉

施設の設

備及び運

営につい

て」 

社、公益

社 団 法

人、公益

財 団 法

人、一般

社団法人

若しくは

一般財団

法人 

(5) 母 子

健康包括

支援セン

ター 

 

母子保健

法第２２

条 

指定都市

又は中核

市若しく

は市町村 

予算措置 都道府県 ２／３ 

 

 

１／２ 

 

 

(6) そ の

他施設 

別途厚生

労働大臣

が定める

基準等 

(ｱ) 市町

村 

 

(ｲ) その

他 厚 生

労 働 大

臣 が 認

めた者 

予算措置

等 

 

予算措置

等 

都道府県 

 

都道府県

又は指定

都市若し

くは中核

市 

2/3 から 

3/4 まで 

 

2/3 から 

3/4 まで 

1/2 から 

2/3 まで 

 

1/2 から 

2/3 まで 

 

 ５（略） 

 

  （交付額の算定方法） 

 ６ 災害復旧費補助金の交付額は、次により算出する。 

   なお、事業ごとに算出された交付額に 1,000 円未満の端数が生じた場合には、これを

切り捨てるものとする。 

  （１）（略） 

  （２）（略） 

   （国の財政上の特別措置） 

  （３）次の表の①欄に定める区分ごとに②欄に定める対象施設の種類に掲げる場合には、

次のとおりとする。 

     （１）のウ中「３の表の④欄に定める国庫補助率」とあるのは「（３）の表の③欄

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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は「（３）の表の④欄に定める県補助率」と、「４の表の⑦欄に定める国庫補助率」

とあるのは「（３）の表の⑤欄に定める国庫補助率」と読み替えて適用する。 

 

 

区     分 

 

 

① 

 

対 象 施 設 

 

の 種 類    

 

① 

直接補助の

事業の場合 

 

間接補助事業の場合 

国庫補助率 

 

③ 

県補助率 

   ④ 

国庫補助率 

   ⑤ 

ア  沖縄振興特別措

置法（平成１４年法

律第１４号）第４条

に規定する沖縄振

興計画に基づく事

業として行う場合 

・救護施設 

・更生施設 

・宿所提供施設 

・補装具製作施設 

・視聴覚障害者情報提

供施設（中分類） 

（削除） 

（削除） 

 

 

 

・障害福祉サービス事

業所（生活介護、自

立訓練、就労移行支 

援 又 は 就 労 継 続 

支援を行うものに

限る。） 

・障害者支援施設 

2/3 2/3 4/5 

 ・授産施設 

・老人デイサービスセ

ンター（養護老人ホ

ーム又は特別養護

老人ホームに併せ

て設置されるもの

に限る。以下この表

において同じ。） 

・老人短期入所施設

（養護老人ホーム

又は特別養護老人

ホームに併せて設

置されるものに限  

7.5/10 8.75/10 7.5/8.75 

に定める国庫補助率」とし、（２）のウ中「４の表の⑥欄に定める補助率」とある

のは「（３）の表の④欄に定める県補助率」と、「４の表の⑦欄に定める国庫補助

率」とあるのは「（３）の表の⑤欄に定める国庫補助率」と読み替えて適用する。 

 

 

区     分 

 

 

① 

 

対 象 施 設 

 

の 種 類    

 

① 

直接補助の

事業の場合 

 

間接補助事業の場合 

国庫補助率 

 

③ 

県補助率 

   ④ 

国庫補助率 

   ⑤ 

ア  沖縄振興特別措

置法（平成１４年法

律第１４号）第４条

に規定する沖縄振

興計画に基づく事

業として行う場合 

・救護施設 

・更生施設 

・宿所提供施設 

・補装具製作施設 

・視聴覚障害者情報提

供施設（中分類） 

・乳児院 

・障害児入所施設（主

として、知的障害の

ある児童を入所さ

せるものに限る。） 

・障害福祉サービス事

業所（生活介護、自

立訓練、就労移行支

援又は就労継続支

援を行うものに限

る。） 

・障害者支援施設 

2/3 2/3 4/5 

 ・授産施設 

・老人デイサービスセ

ンター（養護老人ホ

ーム又は特別養護

老人ホームに併せ

て設置されるもの

に限る。以下この表

において同じ。） 

・老人短期入所施設

（養護老人ホーム

又は特別養護老人

ホームに併せて設

7.5/10 8.75/10 7.5/8.75 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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る。以下この表にお

いて同じ｡) 

・在宅介護支援センタ

ー（養護老人ホーム

又は特別養護老人

ホーム（中分類）に

併せて設置される

ものに限る。以下こ

の 表 に お い て 同

じ。） 

・養護老人ホーム 

・特別養護老人ホーム 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

 

 （削除） 

 

 

 

 

 

 

 

   

イ  公害の防止に関

する事業に係る国

の財政上の特別措

置に関する法律（昭

和４６年法律第７

０号）第２条に規定

する公害防止対策

事業として行う場

・老人デイサービスセ

ンター 

・老人短期入所施設 

・在宅介護支援センタ

ー 

・養護老人ホーム 

・特別養護老人ホーム 

・軽費老人ホーム 

5.5/10 4/5 5.5/8 

置されるものに限  

る。以下この表にお

いて同じ｡) 

・在宅介護支援センタ

ー（養護老人ホーム

又は特別養護老人

ホーム（中分類）に

併せて設置される

ものに限る。以下こ

の 表 に お い て 同

じ。） 

・養護老人ホーム 

・特別養護老人ホーム 

・助産施設 

・母子生活支援 

  施設 

・保育所 

・幼保連携型認定こど

も園 

・幼稚園型認定こども

園 

・小規模保育事業所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・障害児入所施設（主

として、重症心身障 

害児（児童福祉法第７

条第２項に規定する

重症心身障害児をい

う。）を入所させるも

のに限る。） 

8/10 

 

 

9/10 

 

8/9 

 

 

イ  公害の防止に関

する事業に係る国

の財政上の特別措

置に関する法律（昭

和４６年法律第７

０号）第２条に規定

する公害防止対策

・老人デイサービスセ

ンター 

・老人短期入所施設 

・在宅介護支援センタ

ー 

・養護老人ホーム 

・特別養護老人ホーム 

5.5/10 4/5 5.5/8 

社会福祉施設等災害復旧費国庫補助金交付要綱 新旧対照表 新旧対照表 
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合 （削除） 

ウ  地震防災対策強

化地域における地

震対策緊急整備事

業に係る国の財政

上の特別措置に関

する法律（昭和５５

年法律第６３号）第

２条に規定する地

震対策緊急整備事

業計画に基づいて

実施される事業の

うち、同法別表第１

に掲げる社会福祉

施設（木造施設の改

築として行う場合） 

・救護施設 

・養護老人ホーム 

・特別養護老人ホーム 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

・障害者支援施設（生

活介護又は自立訓

練を行うものに限

る。） 

2/3 5/6 4/5 

エ  地震防災対策特

別措置法（平成７年

法律第１１１号）第

２条に規定する地

震防災緊急事業五

箇年計画に基づい

て実施される事業

のうち、同法別表第

１に掲げる社会福

祉施設（木造施設の

改築として行う場

合） 

・救護施設 

・養護老人ホーム 

・特別養護老人ホーム 

（削除） 

（削除） 

 

（削除） 

 

・障害者支援施設（生

活介護及び自立訓

練を行うものに限

る。） 

 

2/3 5/6 4/5 

（削除） 

 

 

 

 

 

    

（削除） 

 

 

    

事業として行う場

合 

・軽費老人ホーム 

・児童福祉施設 

ウ  地震防災対策強

化地域における地

震対策緊急整備事

業に係る国の財政

上の特別措置に関

する法律（昭和５５

年法律第６３号）第

２条に規定する地

震対策緊急整備事

業計画に基づいて

実施される事業の

うち、同法別表第１

に掲げる社会福祉

施設（木造施設の改

築として行う場合） 

・救護施設 

・養護老人ホーム 

・特別養護老人ホーム 

・乳児院 

・障害児入所施設（中

分類） 

・児童心理治療施設 

・障害者支援施設（生

活介護又は自立訓

練を行うものに限

る。） 

 

 

 

2/3 5/6 4/5 

エ  地震防災対策特

別措置法（平成７年

法律第１１１号）第

２条に規定する地

震防災緊急事業五

箇年計画に基づい

て実施される事業

のうち、同法別表第

１に掲げる社会福

祉施設（木造施設の

改築として行う場

合） 

 

・救護施設 

・養護老人ホーム 

・特別養護老人ホーム 

・乳児院 

・障害児入所施設（中

分類） 

・児童心理治療施設 

・障害者支援施設（生

活介護及び自立訓

練を行うものに限

る。） 

2/3 5/6 4/5 

オ 離島振興法（昭和

２８年法律第７２

号）第４条第１項に

規定する離島振興

計画に基づく事業

として行う場合 

・保育所 

・幼保連携型認定こど

も園（地方公共団体

が設置するもの） 

1/2 から 

5.5/10 ま

で 

3/4 から 

4/5 まで 

2/3 から 

5.5/8 まで 

カ 過疎地域自立促

進特別措置法（平成

１２年法律第１５

・保育所 

・幼保連携型認定こど

も園 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

号）第６条に規定す

る 過疎地域自立

促進市町村計画に

基づく事業として

行う場合 

・幼稚園型認定こども

園 

・小規模保育事業所 

（地方公共団体が設

置するもの） 

 

（地方公共団体以外

の者が設置するも

の） 

 

 

 

1/2 から 

5.5/10 ま

で 

 

 

 

3/4 から 

4/5 まで 

 

11/12 

 

 

 

2/3 から 

5.5/8 まで 

8/11 

キ  過疎地域の持続

的発展の支援に関

する特別措置法（令

和３年法律第１９

号）第８条に規定す

る過疎地域持続的

発展市町村計画に

基づく事業として

行う場合 

・保育所 

・幼保連携型認定こど

も園 

・幼稚園型認定こども

園 

・小規模保育事業所 

（地方公共団体が設

置するもの） 

 

（地方公共団体以外

の者が設置するも

の） 

 

 

 

 

 

1/2 から 

5.5/10 ま

で 

 

 

 

 

 

 

 

3/4 から 

4/5 まで 

 

 

11/12 

 

 

 

 

 

2/3 から 

5.5/8 まで 

 

8/11 

ク 奄美群島振興開

発特別措置法（昭和

２９年法律第１８

９号）第５条第１項

に規定する奄美群

島振興開発計画に

基づく事業として

行う場合 

 

・保育所 

・幼保連携型認定こど

も園 

（地方公共団体が設

置するもの） 

5.5/10 4/5 5.5/8 

ケ 山村振興法（昭和

４０年法律第６４

号）第８条第１項の

規定に基づく山村

振興計画に基づく

事業として行う場

合（地方交付税法

（昭和２５年法律

第２１１号）第１４

・保育所 

・幼保連携型認定こど

も園 

・幼稚園型認定こども

園 

・小規模保育事業所 

5.5/10 4/5 5.5/8 
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 ７ 災害復旧費補助金の交付の決定は、次の条件が付されるものとする。 

  ア 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、速やかに当該都道府県の区域を

管轄する地方厚生局長（徳島県、香川県、愛媛県及び高知県にあっては四国厚生支局

長、以下「地方厚生（支）局長」という。）の承認を受けなければならない。 

    （ア）建物の規模、構造又は用途（施設の機能を著しく変更しない程度の軽  

微な変更を除く。） 

     （イ）建物の設置場所の変更 

     （ウ）入所定員又は利用定員 

  イ 事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに地方厚生（支）局長の承認を受けな

ければならない。 

 

ウ～コ（略） 

 

  サ 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札

に付するなど都道府県又は指定都市、中核市が行う契約手続の取扱いに準拠しなけれ

ばならない。 

  シ（略） 

ス 都道府県が市町村又は社会福祉法人等に対して、この間接補助金を交付する場合、

若しくは、指定都市又は中核市が社会福祉法人等に対してこの間接補助金を交付する場

合には、アからシまでに掲げる条件を付さなければならない。 

    この場合において、「事業」とあるのは「間接補助事業」と、「地方厚生（支）局

長」とあるのは「都道府県知事」又は「指定都市、中核市の長」と、「国庫」とある

条の規定により算

定した市町村の基

準財政収入額を同

法第１１条の規定

により算定した当

該市町村の基準財

政需要額で除して

得た数値で補助年

度前３か年度内の

各年度に係るもの

を合算したものの

３分の１の数値が

０．４未満である市

町村の区域内にあ

るものに限る。（創

設を除く。）） 

 

 ７ 災害復旧費補助金の交付の決定は、次の条件が付されるものとする。 

  ア 事業の内容のうち、次のものを変更する場合には、当該都道府県の区域を管轄する

地方厚生局長（徳島県、香川県、愛媛県及び高知県にあっては四国厚生支局長、以下

「地方厚生（支）局長」という。）の承認を受けなければならない。 

（ア）建物の規模、構造又は用途（施設の機能を著しく変更しない程度の軽微な変更

を除く。） 

（イ）建物の設置場所の変更 

（ウ）入所定員又は利用定員 

イ 事業を中止し、又は廃止する場合には、地方厚生（支）局長の承認を受けなければ

ならない。 

 

ウ～コ（略） 

 

  サ 地方公共団体以外の者が事業を行うために締結する契約については、一般競争入札

に付するなど都道府県又は指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市が行う契約手

続の取扱いに準拠しなければならない。 

  シ（略） 

ス 都道府県が市町村又は社会福祉法人等に対して、この間接補助金を交付する場合、

若しくは、指定都市又は中核市若しくは児童相談所設置市が社会福祉法人等に対して

この間接補助金を交付する場合には、アからシまでに掲げる条件を付さなければなら

ない。 

    この場合において、「事業」とあるのは「間接補助事業」と、「地方厚生（支）局
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 改正後 改正前 

のは「都道府県」又は「指定都市、中核市」と、「別紙８」とあるのは「別紙９」と

それぞれ読み替えるものとする。 

 

セ スにより付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市、中核市の長が承認又は指

示する場合には、あらかじめ地方厚生（支）局長の承認又は指示を受けなければなら

ない。 

ソ～タ（略） 

 

８～１０（略） 

 

別表（略） 

 

長」とあるのは「都道府県知事」又は「指定都市、中核市若しくは児童相談所設置市

の長」と、「国庫」とあるのは「都道府県」又は「指定都市、中核市若しくは児童相

談所設置市」と、「別紙８」とあるのは「別紙９」とそれぞれ読み替えるものとする。 

  セ スにより付した条件に基づき都道府県知事又は指定都市、中核市若しくは児童相談

所設置市の長が承認又は指示する場合には、あらかじめ地方厚生（支）局長の承認又

は指示を受けなければならない。 

  ソ～タ（略） 

 

８～１０（略） 

 

別表（略） 
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別紙１（１） 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１（２）～（３） （略） 

 

 

 

 

 

 

別紙１（１） 

 

 

 

別紙１（２）～（３） （略） 
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別紙２（１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２（１） 
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別紙２（２） 

 

 

 

 

 

 

（３） （略） 

 

 

 

 

 

別紙２（２） 

 

 

 

 

 

 

（３） （略） 
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別紙３（１） 

 

 

 

 

 

別紙３（２）～（３）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙３（１） 

 

別紙３（２）～（３）（略） 
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別紙３別紙① 

 

別紙３別紙① 
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別紙４（１） 

   

 

 

 

 

 

（２）～（３）（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙４（１） 

 

 

 

（２）～（３）（略） 
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別紙４（２） 

 

 
 

 

 

（３）（略） 

 

別紙４（２） 

 

 

 

 

 

（３）（略） 
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